
事務部用度課

(　備　考　)

ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙﾃﾞｼﾞﾀﾙﾗｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨｰ
の修理

令和4年9月15日 2,750,000

当該物品の製造業者との契約であ
り構造等熟知しており他業者では

対応困難であるため
（日本赤十字社会計規則第36条4

項）

ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀｼﾞｬﾊﾟﾝ（株）
大阪府大阪市西区西本町2-

3-10　ｲﾝｽﾃﾋﾞﾙ6F
高槻市阿武野1-1-1

随意契約締結状況

公表の対象となる随意契約を締結した場合の報告及び公表の様式 令和4年 9 月分

物品等又は役務の 随意契約担当部課の 随意契約を 随意契約の相手方 随意契約に係る 随意契約による
こととした理由

その他必要な事項
名称および数量 名称および所在地 締結した日 の氏名及び住所 契　約　金　額


